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川崎市多摩川緑地バーベキュー広場指定管理者募集要項 

１ 募集の目的 

多摩川河川敷は、身近な自然的空間であり、スポーツやレジャー、市民の憩いの場として多くの方々に利用

されており、多摩川緑地バーベキュー広場もたくさんの市民が訪れる施設のひとつとなっています。 

バーベキュー広場が開設される前は、二子橋周辺の多摩川河川敷では、一部のマナーの悪い利用者によるご

みの投棄や排泄行為、音響機器を持ち込むことによる騒音、深夜の花火などの迷惑行為が散見され、大量に発

生するごみ処理費用を市費により負担していました。 

そこで川崎市は、平成２３年４月、バーベキューに伴う迷惑行為の低減と市費負担の軽減のため「多摩川緑

地バーベキュー広場」を開設し、バーベキュー利用のルールを設けるとともに利用者から使用料を徴収し、ご

み処理費用や管理運営費用に充てる取組を開始しました。 

平成２４年４月からは指定管理者制度を導入し、民間事業者の視点を取り入れることで、さらに効果的、効

率的な管理運営を推進してきました。 

バーベキュー広場については、引き続き迷惑行為の軽減と市費負担の低減に取り組むとともに、利用者のニ

ーズを把握し、幅広い年代に一層利用が広がり、多摩川の魅力向上につながる施設運営や事業展開が、指定管

理者の創意工夫により図られることを期待して、管理運営に係る提案を広く募集するものです。 

２ これまでの経緯 

平成8年頃～ 二子橋周辺多摩川河川敷で、バーベキュー利用に伴うごみの処理等の問題が顕在化。 

平成16年度～ 国土交通省（河川管理者）等の関係機関で構成する「バーベキュー対策会議」を設置。 

平成22年9月 バーベキュー利用の社会実験を実施。 

平成23年1月 「多摩川河川敷バーベキュー適正利用計画」を策定。 

    4月 多摩川緑地バーベキュー広場開設 

平成24年4月1日～
平成29年3月31日 指定管理者制度導入（第1期指定管理者 太平洋總業サービス株式会社） 

平成29年4月1日～
令和4年3月31日 

第2期指定管理者 多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体 

（代表者：太平洋總業サービス株式会社 構成員：株式会社サンワックス） 

令和元年10月11日
～令和2年3月31日 令和元年東日本台風の影響による閉場 

令和2年4月1日～ 

    7月12日 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による閉場 

令和3年4月29日～ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による閉場 

３ 施設における基本的運営方針 

(１) 都市公園内の施設としての責務を認識し、質の高いサービスを市民に平等に提供できるよう管理運営を行

うこと。 

(２) 利用者が安全かつ快適に利用できるよう適正な施設管理を行うこと。 

(３) 個人情報の保護を徹底すること。 

(４) 施設管理経費の削減等、効率化に努めること。 

(５) 安定した施設の管理運営を行うこと。 

(６) 河川敷利用者と良好な関係を維持するとともに、常に利用者の要望把握に努め、適切に管理運営業務に反

映すること。 

(７) 現行法令を遵守し、管理運営を行うこと。 
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４ 施設の概要 

(１) 名 称 

多摩川緑地バーベキュー広場 

(２) 所在地 

川崎市高津区瀬田地内 

(３) 設置条例 

川崎市都市公園条例（昭和３２年３月２９日 条例第６号） 

(４) 敷地面積 

約４ヘクタール（広場面積：約34,000㎡、ごみ置き場他：約6,000㎡） 

(５) 設備等 

ア 設備：ネット（誘導柵）、管理小屋、トイレ（水洗）、洗い場 

イ 備品：スピーカー、アンプ、太陽光モジュール他 

その他必要なものについては、指定管理者が用意してください。 

(６) 供用時間 

ア ４月１日から９月３０日までは午前９時から午後６時まで 

イ １０月１日から翌年の３月３１日までは午前９時から午後４時まで 

(７) 休場日 

１２月２９日から翌年の１月４日までの日 

市長は必要に応じ、上記供用期間、供用時間及び休場日を変更することができる。指定管理者は必要に応

じ、あらかじめ市長の承認を得て、供用期間、供用時間及び休場日を変更することができるが、管理施設の

設置目的や近隣住民への影響へ配慮すること。また、供用時間以降の使用は認めない。ただし、イベントの

実施等臨時で行うものについては、提案内容によっては可能とする。なお、新型コロナウイルス等の感染症

拡大防止の観点から、バーベキュー広場利用者と近隣住民との接触回避を目的とした施設利用時間の短縮等、

指定管理者からの提案があった場合には市と協議した上で実施することとする。 

また、本施設は多摩川河川敷に設置された施設であることから、河川の増水等の自然災害や、その他市長

が必要と認める場合は使用できないことがある。 

（８）現在の供用時間等 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、令和２年７月から施設の供用時間等を次のとおり変更し

ています。 

 従 来 現 在 

供用時間 （６）のとおり 通年、午前９時から午後４時まで 

利用方法 利用当日に現地受付（人数制限なし） 

・利用日前日までにＨＰから事前予約 
・１日の利用者数上限1,000人 

・１グループ10人以内 

・三部制（９～14時、10～15時、11～16時、入
場者数はそれぞれ400名、300名、300名） 

５ 指定予定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

６ 指定管理者が行う業務 

指定管理者は、次の業務を行うものとします。業務の詳細については、「業務仕様書」に定めます。 

(１) 利用の禁止又は制限に関する業務 
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(２) 利用の承認に関する業務 

(３) 利用料金の収受に関する業務 

(４) 利用料金の返還に関する業務 

(５) 利用料金の減免に関する業務 

(６) 監督処分に関する業務 

(７) 施設の運営に関する業務 

(８) 施設等の維持管理に関する業務 

(９) 施設周辺等警備に関する業務 

(10) 環境向上に関する業務 

(11) 地域還元等に関する業務 

(12) 多摩川の増水等による緊急時の対応に関する業務 

(13) 提案事業 

(14) その他施設の管理運営のために必要な業務 

７ 地域還元に関する取組について 

指定管理者は、事業によって得た利益の中から地域還元に係る取組を行うこととします。取組の内容は、地

域イベントへの協力、河川敷の利用環境向上に資する施設の寄贈、多摩川で活動する市民団体の支援、施設外

迷惑行為の低減等が考えられますが、地域で必要とされる取組を把握した上で実施してください。また、利益

の多寡に応じて取組に振り向ける金額を勘案してください。 

８ 提案事業について 

指定管理者は、バーベキュー利用に伴う迷惑行為の低減や利用者サービスの向上等を目的として提案事業を

実施することができます。提案事業の企画にあたっては、施設本来の設置目的・機能を損なわないように注意

し、原則として年度ごとに提出する事業計画書に概要を記載し、川崎市と協議の上実施するものとします。特

に閑散期の取組については、積極的に提案してください。 

９ 指定管理業務に係る経費 

本事業では利用料金制を採用します。利用者が支払う利用料金は、指定管理者の収入とします。指定管理者

は、利用料金その他提案事業による収入により、管理運営業務を行うこととします。なお、管理運営費用につ

いては、利用料金収入及び事業収入により賄えると想定されることから、指定管理料の支払いは予定していま

せん。 

また、収支予算書（様式６－１～３）の作成に当たっては、今後、新型コロナウイルス感染症拡大の状況が

落ち着き、新しい生活様式へ移行していくことを想定し、事前予約制による１日の利用者数上限を２，０００

人、１グループ２０人以内と仮定して算出してください。

(１) 利用料金 

利用料金の額は、市が条例で規定する利用料金を上限として、市の承認を得て指定管理者が定めることに

なります。 

(２) 提案事業による収入 

提案事業による収入は、指定管理者の収入とします。 

(３) 管理運営費用 

指定管理者が負担する管理運営費用には、指定管理業務に伴う人件費、光熱水費（上下水道料を除く）、

草刈費、施設の修繕費、指定管理者が整備しなければならない備品費、保険料、警備業務・清掃業務等を外

部委託した場合の委託費、その他経費が含まれます。ただし、管理運営上必要な光熱水費のうちの上下水道

料及びし尿の汲取費用については市の負担とします。 
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(４) その他 

指定管理業務を市が示した基準どおりに実施する中で、利用料金収入の増加、コストの削減など指定管理

者の経営努力により生み出された余剰金は、原則として指定管理者のものとします。逆に、利用料金収入な

どが減少した場合でも、原則として補填は行いませんが、大型台風や新型コロナウイルス等の感染症拡大等、

不可抗力に伴い施設の継続的運営が極めて困難となった場合には、損失補償について協議を行う場合があり

ます。 

10 指定管理業務に関する留意事項 

(１) 個人情報の保護 

指定管理者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１７年４月１日施行）」の施行に伴い、業務を行うに

あたって個人情報の取り扱いに十分留意し、情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管

理に努め、個人情報を保護するために、施設従事者等に対して研修を行う等必要な措置を講じてください。

なお、個人情報の漏洩等の行為には、川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条例第２６号）に基づく

罰則が適用されます。 

(２) 情報の公開 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成、又は取得した文書等で指定管理者が管理しているもの

については、川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）に基づき、適正な情報公開に努めること

とします。 

(３) 環境への配慮 

指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めるものとします。 

ア 環境に配慮した商品・サービスの購入を推進し、また、廃棄にあたっては資源の有効活用や適正処理を

図ること。 

イ 除草剤等は使用しないこと。 

ウ 廃棄物等については、施設から発生する廃棄物の量を削減するとともに、処理業者による適切な処理の

みならず、適切な分別や回収ルートを構築するなど可能な限り資源化していく取組を推進すること。 

エ その他、市が推進する関連施策等に協力すること。 

(４) 事故等への対応 

ア 指定管理者は、施設において事故等（不測の事態を含む）が発生した場合に備えて、あらかじめ事故対

応マニュアルを作成するとともに、事故等発生時には直ちにその旨を市へ報告するものとします。 

イ 事故等発生に伴う対外的な発表・広報・対応については市と協議しながら行うものとします。 

ウ 指定管理者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、指定管理者がその損害

を賠償するものとします。 

エ 原則として、指定管理者に帰責性がある場合の第三者への賠償に備えるため、指定管理者において、必

要な損害賠償責任保険に加入してください。 

(５) 自然災害・感染症等への対応  

ア 台風や突発的な集中豪雨の発生により河川の水位上昇が見込まれるとき、指定管理者は市へ施設及び周

辺の河川敷の現況について通報連絡を行うとともに、市の指示に従い必要に応じて次の処置を執ってくだ

さい。 

・バーベキュー広場及び禁止区域の河川敷利用者に対する避難勧告 

・逃げ遅れた人の有無の確認 

・バーベキュー広場内設備の河川敷外への撤去 

イ 地震の発生などにより堤防や河川敷内の工作物等が破損した場合は、直ちに市への通報を行うとともに、

市の指示に従うこととします。 

ウ 新型コロナウイルス等の感染症対策として、利用人数制限や消毒・検温の実施、利用者グループごとの
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距離確保など適切な対策を講じるものとする。 

(６) 災害時の施設使用 

災害時等において、市が緊急に市民の生命・身体・財産を保護するために、本施設を使用する必要のある

時は、市の指示により管理を行うものとします。 

(７) 緊急時等の対応体制の確保 

災害や事故等、緊急の事態が生じた場合には、速やかに警察・消防等の関係機関及び市に通報連絡を行う

とともに、事態に適した対応を迅速かつ正確に行うことができるような体制を確保することとします。 

(８) 市税等 

指定管理者制度により市の施設を運営する場合であっても、会社等の法人にかかる市民税、事業者が行う

事業に係る事業所税等について、課税の対象となる場合があります。詳しくは、財政局税務部市民税管理課

へお問合せください。 

なお、国税については税務署、県税については県税事務所にお問合せください。 

(９) 守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益の

ために使用することはできません。また、指定期間終了後も同様とします。 

(10) 関係法令の遵守 

指定管理業務にあたっては、次の関連する法令等を遵守することとします。 

ア 都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 

イ 河川法、河川法施行令、河川法施行規則 

ウ 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

エ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規 

オ 川崎市都市公園条例、川崎市都市公園条例施行規則 

カ 川崎市個人情報保護条例 

キ 川崎市情報公開条例 

ク 公園及び公園施設に関して市が定める要綱・要領等 

ケ その他関係法令 

※ 特に河川敷内は河川法上の制約により、河川管理者である国土交通省の許可無く工作物の設置や撤去

ができませんので注意してください。 

(11) 市による改善勧告等 

事業報告書の検査等により、指定管理者が業務の基準を満たしていないことが明らかな場合には、市は指

定管理者に対して業務の改善勧告、必要な場合には業務の停止、指定の取消しを行うものとします。 

(12) 作業報酬の支払いについての規定 

指定管理業務は、川崎市契約条例（昭和３９年川崎市条例第１４号）に規定された「特定業務委託契約」

の対象となることから、市と指定管理者が締結する協定書には、作業報酬に関する規定を設けるものとしま

す。なお、作業報酬下限額の増額による対象労働者に支払われる賃金等の増加分については、指定管理者が

負担するものとします。 

(13) 業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、業務の一部（清掃業務、

警備業務等）を第三者に委託することができます。 

業務を委託する場合は、市内中小企業（川崎市内に本社を有する業者）の活用に努めてください。 

 (14) その他 

管理の基準及び範囲に関する詳細については、別途、市と指定管理者の間で締結する協定で定めるものと

します。 
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11 指定管理者と川崎市のリスク分担 

指定管理者と市のリスク分担は概ね以下のとおりとしますが、詳細は協定締結時に定めるものとします。 

種 類 内 容 
負 担 

指定管理者 市 

サービスリスク サービスの質の変動に関するリスク ○  

利用者リスク 利用者数の変動に関するリスク ○  

収入リスク 収入の変動に関するリスク ○  

維持管理リスク 良好な施設状態の維持に関するリスク ○  

施設所有者リスク 事業期間中に必要な改修等を実施することに関するリスク  ○ 

予算リスク 委託料等の予算確保に関するリスク  ○ 

不可抗力リスク 地震等の自然災害やテロリズム等の人災の発生、新型コロナ

ウイルス等の感染症流行のリスク 

○ 

（※） 

○ 

（※） 

法令変更リスク 法令（税制を含む。）の変更に関するリスク ○ ○ 

物価変動リスク 物価の変動（インフレ・デフレの双方）に関するリスク ○ ○ 

※不可抗力の発生により、業務の継続が困難であると認められる場合、市と協議の上、業務の全部又は一部

を停止することがあります。業務停止に伴う入場料等の逸失利益については、業務停止により指定管理者が

負担を免れた費用や、保険等で補てんされた費用と相殺した額の範囲内において、市の負担リスクとなりま

す。なお、自主事業に関する収入の減少は逸失利益に含みません。 

12 管理責任者の指定 

指定管理業務について、総括的な責任を持ち、利用者や外部に対してバーベキュー広場を代表する管理責任

者を指定してください。 

指定管理業務を行う際は、バーベキュー広場が指定管理者により管理・運営されている施設であることを利

用者に示すため、施設内や案内パンフレット等に指定管理者名等を表示してください。 

（表示例） 

川崎市が設置した多摩川緑地バーベキュー広場は、指定管理者である○○○株式会社が管理運営を行って

います。 

連絡先 指定管理者 ○○○株式会社 電話番号○○○－○○○－○○○○ 

13 応募に関すること 

(１) 応募資格 

次の条件を満たす法人その他の団体が応募することができます。 

ア 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有する者、又は破産者で復権を得ている者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により本市における一般競

争入札の参加を制限されていない者 

ウ 本市から指名停止措置を受けていない者 

エ 団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立をしていない者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立をしていない者 

カ 本市と神奈川県警察との間で締結する「指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書」において

排除措置の対象者とされていない者 

※ 排除措置の対象となる場合 

（ア）法人等の役員等経営に関する者（以下「役員等」という。）に、暴力団員又は暴力団員でなくなった

日から５年を経過していない者（以下「暴力団員等」という。）が含まれている場合 
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（イ）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等を使用している場合 

（ウ）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を供与してい

る場合 

（エ）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な交際をしている場合 

（オ）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等が実質的に支配している法人その他の団体を利用してい

る場合 

(２) 応募者の形態 

応募者は個人単位では認めず、株式会社、ＮＰＯ法人、その他法人のほか、任意団体（複数の企業やＮＰ

Ｏ法人等により構成されている共同事業体を含む。）等であることを要します。共同事業体の形態をとる場

合には、必ず代表企業・団体を明記することとし、協定の締結にあたっては共同事業体の構成員全てを協定

当事者とします。選定後の協議は代表企業・団体を中心に行いますが、協定に関する責任は共同事業体構成

員全てが負うこととします。 

(３) 複数応募の禁止 

単独で応募した法人等は、グループ応募の構成員となることはできません。また、複数のグループにおい

て同時に構成員になることもできません。 

(４) グループ応募の構成員の変更 

グループ応募の場合、代表する法人等及びグループを構成する法人等の変更は原則として認めません。た

だし、グループを構成する法人等については、業務遂行上支障がないと本市が判断した場合、変更を認める

ことがあります。その場合には、必要に応じ応募書類の再提出を求めます。 

(５) 現地見学会の開催 

多摩川緑地バーベキュー広場の見学会を次のとおり開催します。 

ア 開催日時：令和３年８月１９日（木） 

第１回：午後１時 第２回：午後２時３０分 

イ 場  所：多摩川緑地バーベキュー広場（高津区瀬田地内） 

ウ 参加人数：各団体２名以内、ただし、共同事業体の場合には各構成員代表１名までは可とします。 

エ 参加申込：現地見学会に参加する場合には令和３年８月１７日（火）午後５時までに川崎市建設緑政

局緑政部多摩川施策推進課（以下「事務局」とする。）あて電子メールに「現地説明会参加申込書（様式

７）」を添付してお申込みください。電話、ＦＡＸによる申込は受付しません。電子メール送信の際には、

件名を「指定管理者現地見学会申込」とし、開封確認等で着信を確認してください。締切期限後に第１

回から第２回までのいずれかに割り振らせていただき、来場時間を電子メールでお知らせします。また、

当日会場で募集要項・仕様書等の資料は配布いたしませんので、本市のホームページから資料を印刷の

上、持参してください。なお、締切期限を過ぎたものについては受け付けいたしませんので御注意くだ

さい。 

(６) 募集内容に関する質問事項の受付及び回答 

募集内容に関する質問を受付けます。 

ア 受付期間：令和３年８月１７日（火）～８月２４日（火） 

イ 受付方法：「質問票（様式８）」により、事務局まで電子メールで連絡してください（電話、ＦＡＸに

よる質問には回答しません）。なお、締切期限を過ぎた質問については受け付けしませんので御注意くだ

さい。 

ウ 回答方法：回答は、川崎市ホームページで随時公開します。 

(７) 応募書類の提出 

応募書類を次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間：令和３年９月６日（月）～９月１３日（月）（土･日曜日を除く５日間） 

午前８時３０分～午後５時（ただし、正午～午後１時００分は除く。） 
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イ 受付場所：川崎市川崎区駅前本町１２番１号 川崎駅前タワー・リバークビル １７階 

建設緑政局緑政部多摩川施策推進課 

ウ 提出方法：事務局まで直接持参してください。その他の方法（郵送、ＦＡＸ等）では受け付けいたし

しません。 

エ 提出部数：正本１部、副本１０部を提出してください。ただし、副本であってもマーキングや資料の

カラー印刷等については正本と同様に作成してください。また、様式の指定がある申請書類については、

Word及びExcelのデータを併せてCD-ROM で提出してください。必要書類に不備がある場合は、受け付

けいたしません。 

オ 提出様式：Ａ４縦型様式（Ａ３等の資料がある場合にはＡ４縦型に折込むこと）。表紙（応募施設名、

応募団体名を記載）、目次（様式番号、資料名、ページ番号を記載）、資料の順序で並べ、左側２箇所に

穴をあけ、ファイルにとじてください。資料中央下部にページ番号を記載してください。 

14 応募書類 

応募の際には次の書類を提出してください。 

なお、指定期間の収支計画書（予算見積書）については、現行の消費税率を適用して作成してください。 

応募書類については、川崎市ホームページからダウンロードしてください。 

(１) 提出書類 

ア 指定管理者指定申請書（様式１） 

イ 事業者に関する書類 

（ア）団体の概要（様式２－１、２－２） 

（イ）共同事業体協定書兼委任状（様式３） 

（ウ）宣誓書（様式４－１） 

（エ）指定管理者制度における暴力団排除に係る合意書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式４－２） 

（オ）コンプライアンス（法令順守）に関する申告書（様式４－３） 

ウ 事業計画書（様式５－１～様式５－１５） 

エ 収支予算書（様式６－１～様式６－３） 

オ 応募者関係書類（任意帳票、ただしＡ４サイズに編集するかＡ４サイズに折り込むこと） 

（ア）団体の組織図（ＳＰＣの場合は個々の状況を併せて提出すること） 

（イ）役員の名簿及び履歴書 

（ウ）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（エ）事業計画書（指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度及び翌事業年度） 

（オ）収支予算書（同上） 

（カ）事業報告書（指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度） 

（キ）財産目録  （同上） 

（ク）貸借対照表（指定管理者申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度を含む直近実績３年度

分） 

（ケ）損益計算書又は収支計算書（同上） 

（コ）利益の処分又は損失の処理に関する議案（直近実績３年度分） 

（サ）企業単体の減価償却明細表（同上） 

（シ）連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近実績１年度分） 

（ス）管理運営実績（過去３年間の類似施設） 

（セ）法人の登記簿謄本 

（ソ）法人税納税証明書、消費税納税証明書（過去３年間） 

（タ）法人等が作成したパンフレット等 
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※（ク）～（シ）が提出できない場合は、様式６－１から様式６－３における数値の算出根拠となる資

料を提出してください。また、連結決算を行っていない場合には（シ）の提出は不要です。 

（２）留意事項 

ア 共同事業体における構成団体の変更の禁止 

共同事業体で応募する場合、応募後の構成員の変更は認めません。ただし、構成員の倒産、解散等特

殊な事情が認められ、審査の公平性及び業務遂行上支障がないと市が判断した場合には、変更を可能と

する場合があります。なお、変更が生じた際には、すみやかに変更の旨を事務局まで連絡してください。 

イ 提出書類の変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

ウ 応募の辞退 

申請書を提出した後に辞退する場合には、辞退届（様式９）を提出してください。（ただし、指定管理

予定者になった後に、正当な事由なく辞退した場合は一定期間、指定管理者の応募を認めないことがあ

ります。） 

エ 虚偽の記載をした場合 

応募書類に虚偽の記載があった場合には、失格とします。 

オ 応募書類の取扱い 

応募書類は返却しません。市は、必要な場合には、提案書の内容を無償で使用できるものとします。

なお、応募書類は、個人情報に関する情報を除き、情報公開の対象となります。 

カ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は応募者の負担とします。 

キ その他 

市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 

15 選定に関すること 

(１) 選定方法 

学識経験者等からなる「指定管理者選定評価委員会」において応募者から提出された事業計画書等による

提案に基づき審査を行い、その審査結果を参考に、市長が指定管理予定者を最終決定します。その後、議会

の議決を経て、市が指定管理者を指定します。 

指定管理者評価選定委員会での審査は、次の「審査の視点」を踏まえ、申請者の施設運営能力を多面的に

把握して行います。 

「審査の視点」 

ア 明確性：適切な用語・表現を用いて、わかり易く論理的に説明されていること 

イ 魅力度：提案内容が魅力的又は妥当なものであること。 

ウ 具体性：抽象論ではなく具体的・客観的な提案となっていること。 

エ 実現性：提案内容を確実に実施できることが論証されていること。 

オ 独自性：他の申請者と差別化できる内容となっていること。 

カ 一貫性：提案内容全体が統一されていること。 

(２) 選定基準 

別紙１「多摩川緑地バーベキュー広場指定管理における選定基準及び配点」に基づき審査を行います。 

(３) 選定手続

ア 資格審査 

申請資格について審査します。 

イ 書類審査 

指定管理者選定評価委員会委員が、申請書類等の内容について審査します。必要に応じて書類内容の
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確認を行う場合があります。 

ウ プレゼンテーション 

（ア）実施日時 令和３年１０月４日（月） 

指定管理者選定評価委員会の中で、提案内容のプレゼンテーションを実施していただきます。詳細

等については、別途調整の上、申請団体に御連絡します。 

（イ）実施場所 

川崎市役所第４庁舎４階 第４会議室 川崎区宮本町３－３ 

（ウ）実施方法 

指定管理者選定評価委員会委員が、団体の代表者に対し、申請書類等の内容や団体の経営状況など

についてヒアリングを行います。 

(４) 審査結果等の通知及び公表 

選定結果は、申請団体に対して書面にて通知します。また、選定結果（申請団体名、指定管理予定者の概

要、指定管理予定者として選定された団体の主な提案内容、審査結果等）は市ホームページにおいて公表し

ます。 

(５) 指定管理予定者について 

ア 選定の結果選出された第１順位の指定管理予定者が理由なく調整に応じない場合は、市は調整を打ち

切ることとし、第１順位の指定管理予定者に通知を行うとともに、第２順位の指定管理予定者と調整に

入ります。 

イ 次の場合に該当し、第１順位の者が指定管理予定者としての資格を取り消されたときは、第２順位の

者を指定管理予定者とし、協定の締結に向けた協議を行います。 

（ア）指定管理者に指定することが不適当と認められる事情が生じたとき。 

（イ）協定の締結に向けた協議が整わないと認められるとき。 

(６) スケジュール 

項  目 日  程 

募集要項の配布 令和３年 ８月１３日（金）～ ９月１３日（月） 

募集内容に関する質問受付 令和３年 ８月１７日（火）～ ８月２４日（火） 

現地見学会 令和３年 ８月１９日（木）午後１時～ 

募集内容に関する質問への回答 令和３年 ８月３１日（火） 

応募書類受付 令和３年 ９月 ６日（月）～ ９月１３日（月） 

指定管理者評価選定委員会による審査 令和３年１０月 ４日（月） 

指定管理予定者決定・選定結果の通知 令和３年１０月中旬～下旬 

指定管理者の指定 令和３年１２月議会 

協定の締結 令和３年度中 

指定管理者による管理の開始 令和４年４月１日 

※ 応募者数等の事情により前後することがあります。 

(７) その他 

ア 応募者が１者の場合でも審査を行い、指定管理者としての適否を判断します。 

イ 提出された資料の内容に関し、追加資料の提出を求めることがあります。 

ウ 指定管理予定者の審査に係る指定管理者選定評価委員会委員に対して、本件についての接触を禁止し

ます。また、接触の事実が認められた場合には失格となる場合があります。 

16 協定に関すること 

(１) 協定の締結 
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市は、指定管理者と協議を行い、協議成立後、指定期間中の包括的な事項を定める基本協定を締結します。

また、各年度の実施事項を定める年度協定を締結します。協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義

が生じた場合は、改めて協議します。 

(２) 協定書の主な内容 

ア 協定の有効期間、管理業務に関する事項 

イ 事業計画及び事業報告書等に関する事項 

ウ 管理者の配置、原状変更、事故等に関する事項 

エ 施設、設備、物品の管理に関する事項 

オ 管理に要する費用及び支払に関する事項 

カ 利用許可（使用許可）に関する事項 

キ 引継ぎに関する事項 

ク 情報の公開に関する事項 

ケ 管理を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項 

コ 情報セキュリティに関する事項（情報システムを活用する場合） 

サ 損害賠償に関する事項 

シ リスク分担に関する事項 

ス 不十分な業務の実施に対する事項 

セ 指定の取消及び管理の業務の停止に関する事項 

ソ モニタリング・評価に関する事項 

タ 行政手続の準用に関する事項 

チ 作業報酬の支払に関する事項 

ツ コンプライアンスに関する事項 

テ 業務の継続性の確保に関する事項 

ト 利用料金に関する事項 

ナ 履行保証や契約保証金に関する事項 

ニ 保険の付保に関する事項 

ヌ その他市長が必要と認める事項 

(３) モニタリング及び事業評価 

市は、指定期間中にモニタリング及び事業評価を実施します。 

ア 事業報告書の提出 

指定管理者は毎年度事業報告書を作成し、市へ提出するものとします。 

イ モニタリングの実施 

市は指定管理者の業務の遂行や実績を確認するため、モニタリングを行います。モニタリングや評価

の結果、業務が仕様書等の水準を満たしていないときは、指定管理者に対して是正や改善を指示し、こ

れに従わないとき又は業務継続が適当でないと市が認めるときは、業務の一部又は全部を停止し、指定

の取消を行います。 

ウ 管理状況の評価及び評価結果の公表 

市は、事業報告書等をもとに、指定管理者が事業計画書に基づき提供した業務の適正な実施及びその

水準を確認するため、実績評価を行います。また、事業報告書及び評価結果について公表します。 

エ 実績評価の反映 

上記「ウ」による毎年度の評価結果を、選定時の評価に反映します。 

指定期間中の最終年度を除く毎年度の評価結果の「評価ランク」ごとに定める「実績反映」の割合を

合計し、評価を行った年数で除して平均割合を求め、それを選定時の総配点に乗じて得られる点を「実

績評価点」として加減点します。 
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【反映の例】指定期間５年のケース 

・評価ランク ：１年目→Ｃ、２年目→Ｂ、３年目→Ｃ、４年目→Ｂ 

・選定時の総配点：１００点の場合 

１年目→Ｃ ０％ 

（０％＋５％＋０％＋５％）÷４（年間）＝＋２．５％ 
２年目→Ｂ ＋５％ 

３年目→Ｃ ０％ 

４年目→Ｂ ＋５％ 

５年目→最終年度は、選定時期以降に評価が行われるため未算入 

⇒総配点１００点×（＋２．５％）＝２．５点を「実績評価点」として加点する。 

17 その他の事項 

(１) 指定の取消し及び管理業務の停止 

市は指定管理者が指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認

めるときは、指定を取り消し、管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。 

(２) 業務の継続が困難となった場合 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、すみやかに市に報告してく

ださい。 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

市が行う業務の改善勧告に従わない場合等、指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が

困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、市は指定の取消し又は業務の全部（一部を含む）の停

止をすることができるものとします。その場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。

また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うも

のとします。 

イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合 

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰することができない事由により、業務の継続が困難に

なった場合には、事業継続の可否について協議するものとします。 

(３) その他疑義が生じた場合等の対応 

協定書解釈に疑義が生じた場合又は協定書の定めのない事項が生じた場合については、市及び指定管理者

は誠意をもって協議するものとします。 

18 問合せ先 

川崎市建設緑政局緑政部多摩川施策推進課 

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町１２－１ 川崎駅前タワー・リバーク１７階 

電話：０４４－２００－２２６８  F A X：０４４－２００－３９７３ 

e-mail：53tamasu@city.kawasaki.jp 

評価ランク Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

実績反映 ＋１０％ ＋５％ ０％ －５％ －１０％ 


